
■米国：FERCが卸各市場での不正行為取り締まりに関するレポートを公表 

卸電力市場の監視と取り締まりを行う連邦エネルギー規制委員会の市場規制執行局（OE）

は 2013年 11月 21日、 2013年の活動報告を公表した。OEは（1）意図的な市場操作、（2）

深刻な信頼性の低下につながる市場活動、（3）非競争的な入札、（4）市場の透明性を損な

う行為についての調査を担当し、結果に応じた是正勧告・制裁金および不正利得の返還を

命じることができる。OE内の 4つの分室の内、包括的な調査を担当する調査室（office of 

investigation）が 2013 年に開始した調査案件は 24 件で、前年からの継続案件を含む 29

件が調査の結果、処分無しとして調査を終了した。また、バークレー銀行の市場操作に対

し、2.85億ドルの制裁金（および、1.24億ドルの不正利得返還）が課されたのをはじめ、

2013年中の制裁案件は 19件（制裁金確定総額：4.50億ドル、不正利得返還：3.49億ドル）

に上ると報告された。 

 


